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令和３年広審第２４号 

裁    決 

引船ＡＢ被引台船Ｃ遭難事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官西村勇二出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１箇月停止する。 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１箇月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年８月４日１２時３５分 

 広島県御手洗港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 引船Ａ       引船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ７.３トン 

  登 録 長 ９.４９メートル   ９.５０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 

   出   力 ２５４キロワット  ２７９キロワット 

  船 種 船 名 Ｃ 

  垂 線 間 長 ６０.００メートル 

３ 事実の経過 

 (1) 設備等 

  ア Ａ 

    Ａは，船尾甲板中央部及び船首尾各甲板両舷に係船柱を１個ず

つ設け，船首寄りに操舵室が配置された，フラップラダーを装備

する鋼製作業船で，同室前部に舵輪，機関遠隔操縦装置等を備え

ていた。 

  イ Ｂ 

    Ｂは，船首尾各甲板両舷に係船柱を１個ずつ設けた，専らＡの

曳航作業を補助する鋼製作業船で，船首寄りに後部を開放した操

縦区画が配置され，同区画中央に舵輪，右舷側に機関遠隔操縦装

置を備えていた。 

  ウ Ｃ 

    Ｃは，船首尾各中央部に係船柱を１個ずつ設け，船首前面が船

底から前方に向かって斜め上方に向かう形状となる非自航式鋼製

台船で，塗装を終え，Ａ，Ｂ両船により，御手洗港港内に位置す

る三角島南東岸の係留地（以下「三角島係留地」という。）まで

曳航されることとなった。 

 (2) 本件発生に至る経緯 

   Ａは，ａ受審人及び甲板員１人（以下「Ａ甲板員」という。）が，
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Ｂは，ｂ受審人及び甲板員１人（以下「Ｂ甲板員」という。）がそ

れぞれ乗り組み，いずれも船首０.５メートル船尾１.５メートルの

喫水をもって，Ａの右舷側にＢの左舷側を接舷し，互いの船首の舷

側に設けた係船柱同士及び船尾の舷側に設けた係船柱同士をそれぞ

れ１本の合成繊維索（以下，船首側の係船柱を係止する索を「船首

索」，船尾側の係船柱を係止する索を「船尾索」という。）で係止

して横抱きの態勢とした。 

 そして，Ａは，船尾甲板中央部に設けた係船柱を，直径５０ミリ

メートル長さ約１５メートルの合成繊維索１本で，船首尾ともに

１.０メートルの喫水となったＣの船首側の係船柱に係止して，Ａ

船尾端からＣ後端までの距離が約７５メートルとなる，Ｂを含む３

隻による引船列（以下「Ａ引船列」という。）を構成し，三角島係

留地まで回航する目的で，令和２年８月４日１０時３０分広島県呉

港仁方区を発し，御手洗港に向かった。 

   ａ，ｂ両受審人は，Ａ，Ｂ各船の舵輪後方に立って操船に当たり，

広島県上蒲刈島及び同県豊島の北方沖合を東行し，１２時２５分半

少し前御手洗港久比沖防波堤西灯台（以下「御手洗港西灯台」とい

う。）から２６４度（真方位，以下同じ。）１.３海里の地点で，

針路を０９０度に定め，４.０ノットの速力（対地速力，以下同

じ。）で，手動操舵により進行した。 

   ｂ受審人は，これまでａ受審人指示のもと曳航作業に当たってい

たので，三角島係留地南方沖合に至ってＡからＢを離船させるのに

先立ち，経験豊富な同人の指示を仰ぐつもりで続航した。 

   ａ受審人は，御手洗港港域に入り，１２時３４分少し過ぎ御手洗

港西灯台から２５９度１,３９０メートルの地点に至ったとき，前

進中に船首索を先に解纜
らん

すると，Ｂが，船尾索を支点に右方に振れ，
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Ｃの船首部に著しく接近するおそれがあったが，Ａ，Ｂ両船乗組員

がいずれも解纜作業を経験しているので，改めて解纜方法を指示す

るまでもないと思い，Ａ，Ｂ両船乗組員に対し，船尾索を先に解纜

するよう指示することなく，Ｂを離船させることのみ指示した。 

Ａ，Ｂ両甲板員は，通常であれば船尾索を先に解纜するところ，

ａ，ｂ両受審人に解纜方法を確認することなく，船首索の解纜を先

に始めた。 

このとき，ｂ受審人は，Ａ，Ｂ両甲板員が，船首索の解纜を先に

始めるのを認めたが，操舵によりＢの態勢を維持できるので支障な

いと思い，船首索の解纜を中止させなかった。 

   こうして，Ｂは，船首索が先に解纜され，その直後に船尾索を支

点に右方に振れ，ｂ受審人が左舵一杯としたが，右方に向いた態勢

のまま，右舷側にＣの船首部が接近し，船尾索が解纜されたものの，

効なく，１２時３５分御手洗港西灯台から２５８.５度１,３００メ

ートルの地点において，１９０度に向首したとき，Ａが原針路及び

原速力で曳航するＣに右舷側を押されて左舷側に横転した後，同船

の船底下に入った。 

   当時，天候は晴れで風力１の南西風が吹き，潮候は下げ潮の初期

にあたり，視界は良好であった。 

   その結果，Ｂは，機関に濡損を生じ，のち廃船処理され，Ｃは，

右舷前部外板に擦過傷を生じたが，のち修理された。また，ｂ受審

人が溺水して化学性肺臓炎を発症し，Ｂ甲板員が全身打撲等を負っ

た。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件遭難は，Ａ引船列が三角島係留地に向けて航行中，御手洗港港域
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に入り，横抱きするＢをＡから離船させる際，解纜方法が不適切で，船

首索が先に解纜され，Ｂが，船尾索を支点に右方に振れ，Ａが曳航する

Ｃに右舷側を押されて左舷側に横転した後，同船の船底下に入ったこと

によって発生したものである。 

 解纜方法が適切でなかったのは，Ａ船長が，横抱きするＢをＡから離

船させる際，Ａ，Ｂ両船乗組員に対し，船尾索を先に解纜するよう指示

しなかったこと，Ｂ船長が，Ａ，Ｂ両甲板員が船首索の解纜を先に始め

るのを認めた際，同索の解纜を中止させなかったこと及びＡ，Ｂ両甲板

員が，両船船長に解纜方法を確認することなく，船首索の解纜を先に始

めたことによるものである。 

 ａ受審人は，Ａ引船列が三角島係留地に向けて航行中，御手洗港港域

に入り，横抱きするＢをＡから離船させる場合，前進中に船首索を先に

解纜すると，Ｂが，船尾索を支点に右方に振れてＣの船首部に著しく接

近するおそれがあるのだから，Ａ，Ｂ両船乗組員に対し，船尾索を先に

解纜するよう指示すべき注意義務があった。しかるに，同受審人は，Ａ，

Ｂ両船乗組員がいずれも解纜作業を経験しているので，改めて解纜方法

を指示するまでもないと思い，Ａ，Ｂ両船乗組員に対し，船尾索を先に

解纜するよう指示しなかった職務上の過失により，船首索が先に解纜さ

れ，Ｂが，船尾索を支点に右方に振れ，Ａが曳航するＣに右舷側を押さ

れて左舷側に横転した後，同船の船底下に入る事態を招き，Ｂの機関に

濡損を生じさせて廃船するに至り，Ｃの船首部に擦過傷を生じさせ，ｂ

受審人が溺水して化学性肺臓炎を発症し，Ｂ甲板員に全身打撲等を負わ

せるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１箇

月停止する。 
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 ｂ受審人は，Ａ引船列が三角島係留地に向けて航行中，御手洗港港域

に入り，Ａ，Ｂ両甲板員が，船首索の解纜を先に始めるのを認めた場合，

前進中に同索を先に解纜すると，Ｂが，船尾索を支点に右方に振れてＣ

の船首部に著しく接近するおそれがあるのだから，船首索の解纜を中止

させるべき注意義務があった。しかるに，同受審人は，操舵によりＢの

態勢を維持できるので支障ないと思い，船首索の解纜を中止させなかっ

た職務上の過失により，船首索が先に解纜され，Ｂが，船尾索を支点に

右方に振れ，Ａが曳航するＣに右舷側を押されて左舷側に横転した後，

同船の船底下に入る事態を招き，Ｂの機関に濡損を生じさせて廃船する

に至り，Ｃの船首部に擦過傷を生じさせ，Ｂ甲板員に全身打撲等を負わ

せ，自らも溺水して化学性肺臓炎を発症するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１箇

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月９日 

     広島地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  岸  尾  光  一 

 

             審 判 官  濱  田  真  人 

 

             審 判 官  永  木  俊  文 


